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5 G サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

    第１章～第13章 （略） 

 

料金表 （略） 

 

別表１ （略） 

 

別表２ 付加機能等 

１ 付加機能 

(1) (2)及び(3)以外のもの 

種 類 

（略） 

あんしんマネージャーNEXTサービス  タイプA（あんしんマネージャーNEXTプラン） 

基本機能 

追加機能 閉域接続機能 

（略） 

 

(2)～(3) （略） 

 

２ （略） 

（注） （略） 

 

別表３～別表７ （略） 

 

 

 

    附 則（令和６年10月17日経企第3328号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年10月28日から実施します。 

（料金の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Gサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおり 

とします。 

（あんしんマネージャーNEXTサービスに係る経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているタイプBに係るあんしんマネージャーNEXTサービスは、この 

改正規定実施の日において、当社が定めるあんしんマネージャーNEXTサービス 利用規約に規定するタイプBに移行したものとみな 

します。 

 

 

    第１章～第13章 （略） 

 

料金表 （略） 

 

別表１ （略） 

 

別表２ 付加機能等 

１ 付加機能 

(1) (2)及び(3)以外のもの 

種 類 

（略） 

あんしんマネージャーNEXTサービス  タイプA（あんしんマネージャーNEXTプラン） 
基本機能 

追加機能 閉域接続機能 

タイプB（あんしんマネージャーNEXTキャリアフリープラン） 

（略） 

 

(2)～(3) （略） 

 

２ （略） 

（注） （略） 

 

別表３～別表７ （略） 
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X i サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

    第１章～第14章 （略） 

 

料金表 （略） 

 

別表１ （略） 

 

別表２ 付加機能等 

１ 付加機能 

(1) Ｘｉ契約に係るもの  

種 類 

（略） 

あんしんマネージャーNEXTサービス  タイプA（あんしんマネージャーNEXTプラン） 

基本機能 

追加機能 閉域接続機能 

（略） 

 

（2）Ｘｉユビキタス契約に係るもの 

種 類 

（略） 

あんしんマネージャーNEXTサービス  タイプA（あんしんマネージャーNEXTプラン） 

基本機能 

追加機能 閉域接続機能 

（略） 

 

２ （略） 

（注） （略） 

 

別表３～別表７ （略） 

 

附 則（令和６年10月17日経企第3328号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年10月28日から実施します。 

（料金の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXｉサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおり 

 

    第１章～第14章 （略） 

 

料金表 （略） 

 

別表１ （略） 

 

別表２ 付加機能等 

１ 付加機能 

(1) Ｘｉ契約に係るもの  

種 類 

（略） 

あんしんマネージャーNEXTサービス  タイプA（あんしんマネージャーNEXTプラン） 基本機能 

追加機能 閉域接続機能 

タイプB（あんしんマネージャーNEXTキャリアフリープラン） 

（略） 

 

（2）Ｘｉユビキタス契約に係るもの 

種 類 

（略） 

あんしんマネージャーNEXTサービス  タイプA（あんしんマネージャーNEXTプラン） 基本機能 

追加機能 閉域接続機能 

タイプB（あんしんマネージャーNEXTキャリアフリープラン） 

（略） 

 

２ （略） 

（注） （略） 

 

別表３～別表７ （略） 
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とします。  

（あんしんマネージャーNEXTサービスに係る経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているタイプBに係るあんしんマネージャーNEXTサービスは、この 

改正規定実施の日において、当社が定めるあんしんマネージャーNEXTサービス 利用規約に規定するタイプBに移行したものとみな 

します。 
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F O M A サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

附 則（令和６年10月17日経企第3328号） 

（実施期日） 

１ この附則は、令和６年10月28日から実施します。 

（料金の支払いに関する経過措置） 

２ この附則実施前に、附則実施前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金その他の債務に 

ついては、なお従前のとおりとします。 

（あんしんマネージャーNEXTサービスに係る経過措置） 

３ この附則実施の際現に、附則実施前の規定により当社が提供しているタイプBに係るあんしんマネージャーNEXTサービスは、この 

附則実施の日において、当社が定めるあんしんマネージャーNEXTサービス 利用規約に規定するタイプBに移行したものとみなしま 

す。 

（その他） 

４ 経企第3254号（令和２年３月26日）の附則第３項第27号のアを次のように改めます。 

  ア 付加機能使用料は、次表に規定する額を適用します。 

区      分 単  位 

料金額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税

込額） 

通話中着信機能（キャッチホン） １契約ごとに 200 円 (   220 円) 

留守番電話及び不在案内機能 １契約ごとに 300 円 (   330 円) 

着信短縮ダイヤル機能

（クイックナンバー） 

１の着信短縮ダイヤル番号により行う通信に

ついて、その通信の発信を許容する地域をＦ

ＯＭＡ及びＸｉの１の営業区域に係る地

区内とした場合 

１着信短縮ダイヤル番号ごとに 28,000 円 

(30,800 円) 

上記以外のもの １着信短縮ダイヤル番号ごとに 36,000 円 

(39,600 円) 

ｉモード電子メール転送機能（メアド変えても転送サービス） １契約ごとに 100 円 (   110 円) 

ｉモード電子メール等音声文字変換機能（音声入力メール） １契約ごとに 200 円 (   220 円) 

グループ機能 １契約ごとに 150 円 (   165 円) 

呼出音選択機能（メロディコール） １契約ごとに 100 円 (   110 円) 
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moperaU 機能 基本機能 基本額（１契約ごとに） (1) スタンダードプラン 

500 円 (   550 円) 

(2) ライトプラン 

300 円 (   330 円) 

(3) スーパーライトプラン 

150 円 (   165 円) 

追
加
機
能 

メールウイルスチェック機能 

 

 

加算額（１メールアドレスごとに） 150 円 (   165 円) 

ＩＰ網接続機能 加算額（１契約ごとに） (1) タイプ１ 

300 円 (   330 円) 

(2) タイプ２ 

500 円 (   550 円) 

メール着信通知機能 加算額（１通知ごとに） ３円 (   3.3 円) 

複数番号機能（マルチナンバー） １追加番号ごとに 500 円 (   550 円) 

即時接続機能 １契約ごとに 100 円 (   110 円) 

位置情報通知機能 １位置情報送出ごとに ３円 (   3.3 円) 

位置情報受信機能（イマドコサーチ） １契約ごとに 200 円 (   220 円) 

 １位置情報蓄積ごとに ５円 (   5.5 円) 

ｉモードケータイデータ 

お預かり機能 

基本機能 １契約ごとに 100 円 (   110 円) 

追
加
機
能 

容量拡張機能 

 

 

１契約ごとに 100 円 (   110 円) 

ビジネス mopera インタ

ーネット機能 
基本機能 基本額（１契約ごとに） 300 円 (   330 円) 

追
加
機
能 

ＩＰ網接続機能 加算額（１契約ごとに） (1) タイプ１ 

300 円 (   330 円) 

(2) タイプ２ 

500 円 (   550 円) 

my daiz（有料・sp モード） １契約ごとに 100 円 (   110 円) 

sp モード機能 １契約ごとに 300 円 (   330 円) 

ビジネス mopera テレメトリ機能 １契約ごとに 100 円 (   110 円) 

通話録音機能 基本額（１契約ごとに） 500 円 (   550 円) 

加算額（１通話録音グループごと

に） 
500 円 (   550 円) 
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パケットトランシーバ機能 １契約ごとに 2,300 円 ( 2,530 円) 

遠隔管理機能 

（あんしんマネージャー

サービス） 

基本機能 タイプＡ 基本額（１契約ごとに） 250 円 (   275 円) 

タイプＢ 基本額（１契約ごとに） 250 円 (   275 円) 

タイプＣ 基本額（１契約ごとに） 400 円 (   440 円) 

タイプＤ 基本額（１契約ごとに） 250 円 (   275 円) 

自動着信転送機能（転送でんわ） １契約ごとに ― 

迷惑電話おことわり機能（迷惑電話ストップサービス） １契約ごとに ― 

接続先限定機能 １契約ごとに ― 

国際ローミング機能 １契約ごとに ― 

番号変換機能（ＦＯＭＡオフィスリンク） １契約ごとに ― 
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音 声 利 用 Ｉ Ｐ 通 信 網 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

     第１章 総則 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 （用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条 （略） 

 

第２章～第 15 章 （略） 

 

料金表 

 

通則  

１～18 （略） 

（注１）～（注２）（略） 

 

第１表 料金 

  

第１～第３ （略） 

 

 第４ 通信料 

   １ 適用 

用    語 内     容 

１～２（略） （略） 

３ 国内通信 通信のうち本邦内で行われるもの 

４ 国際通信 通信のうち本邦と外国（インマルサットシステムに係る移動地球局（海事衛

星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以

下同じとします。）、当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システム

に係る衛星携帯端末（以下「特定衛星携帯端末」といいます。）及び当社

が別に定める電気通信事業者の国際ネットワーク番号を用いた電気通信サー

ビスに係る携帯端末等（以下「国際ネットワーク端末」といいます。）を含みま

す。以下同じとします。）との間で行われるもの 

５～25 （略） （略） 

通信料の適用 

(1)～(7)（略） （略） 

 

     第１章 総則 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 （用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条 （略） 

 

第２章～第 15 章 （略） 

 

料金表 

 

通則  

１～18 （略） 

（注１）～（注２）（略） 

 

第１表 料金 

  

第１～第３ （略） 

 

 第４ 通信料 

   １ 適用 

用    語 内     容 

１～２（略） （略） 

  

３～23 （略） （略） 

通信料の適用 

(1)～(7)（略） （略） 
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２ 

（略） 

 

第５～第７ （略） 

 

第２表～第５表 （略） 

 

別表１～別表６ （略） 

 

 

附 則（令和６年 10 月 17 日経企第 3329 号） 

この改正規定は令和６年 11 月１日から実施します。 

 

(8) 本邦とインマルサットシステムに

係る移動地球局等との間の通信の

取扱い 

本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局、特定衛星携帯端末又は国

際ネットワーク端末との間で行われる通信については、その着信先となる移動地

球局、特定衛星携帯端末又は国際ネットワーク端末の所在地にかかわらず、

国際通信として取り扱います 

(9)（略） （略） 

 

 

 

２ 

（略） 

 

第５～第７ （略） 

 

第２表～第５表 （略） 

 

別表１～別表６ （略） 

 

 

 

(8) 本邦とインマルサットシステムに

係る移動地球局等との間の通信の

取扱い 

本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯端末との

間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星

携帯端末の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います 

 

(9)（略） （略） 

 

 


